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報道発表資料                    令 和 ７ 年 ２ 月 ２ １ 日 
（教育同時）                    京 都 市 教 育 委 員 会 

担当 体育健康教育室学校体育担当 
電 話 ： 0 7 5 - 7 0 8 - 5 3 2 2 
京 都 市 文 化 市 民 局 
担当 市民スポーツ振興室企画担当 
電 話 ： 0 7 5 - 2 2 2 - 3 1 3 4 

 

「京都市学校部活動及び地域クラブ活動推進方針」（案）に対する市民意見の募集 

 中学校部活動について、国においては、少子化の中でも将来にわたり子どもたちがス
ポーツ・文化芸術活動に継続して親しむ機会を確保する等の観点から、令和５年度以降、
中学校の休日部活動を段階的に地域に移行する方針を示しています。 
 京都市では、有識者、地域スポーツ・文化芸術団体、学校及び保護者の関係者からな
る「学校部活動及び地域クラブ活動の在り方検討会議」を設置し、関係者の皆様と一体
となって議論・検討を重ね、子どもたちにとって望ましいスポーツ・文化芸術活動の環
境確保に向け、学校部活動及び地域クラブ活動の目指すべき将来像やその実現に向け
「京都市学校部活動及び地域クラブ活動推進方針」（案）を作成しました。 
 今後、市民意見の募集を経て、最終報告に向けて、推進方針案をさらに練りあげてい
きます。 
 本市の特性を活かし、まち中にスポーツ・文化芸術があふれる子どもを真ん中にした
ウェルビーイングなまちの実現に向け、本方針をより良いものにするため、皆様からの
意見を募集しますので、ご意見・ご要望をお寄せください。 
 
 
１ 募集期間 
   令和７年２月２８日(金)から令和７年３月３１日(月)まで（消印有効） 
 
２ 募集冊子及び配布場所等 
  ・募 集 冊 子：別添資料参照 
         （推進方針本冊、推進方針概要版、推進方針概要版（子ども版）） 
  ・配布場所等：令和７年２月２８日（金）から市役所案内所、各区役所・支所、 
         出張所、図書館等教育機関で推進方針概要版を配布するほか、京都

市情報館へ掲載します。 
 
３ 提出方法 
   京都市情報館ホームページ内の専用フォーム、電子メール、ＦＡＸ、郵送、持参

のいずれかの方法により提出が可能です。 
   ※ 持参の場合は募集期間内の開庁日、午前８時４５分から午後５時３０分まで

にお越しください。 
 
４  問合せ先・提出先 
   京都市教育委員会 体育健康教育室 学校体育担当 
   ・京都市情報館：次の URL または右にある二次元コードを読取  
     https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/pubcomment/kyoiku/0000337189.html 

   ・電子メール：taiken@edu.city.kyoto.jp 
   ・Ｆ Ａ Ｘ：075－551－9551 
   ・郵送、持参：〒605-0004 京都市東山区大和大路三条下る東入若松町 393 
                 元有済小学校内 2 階 
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（参考） 
 
１ 「子ども版」の作成について 
 「学校部活動及び地域クラブ活動の在り方検討会議」における委員意見等を踏ま

え、移行期間開始時期の令和１０年度に中学１年生となる今の小学校３年生にもしっ

かり情報を届けるとともに、中学校部活動の主体である子どもたちから多くの意見を

いただけるよう、本推進方針（案）の概要をまとめた「子ども版」を作成しました。 
  なお、学校を通じて京都市立小学３年生から中学２年生に対して、市民意見募集に

ついて、お知らせします。 
また、京都市立学校の保護者に対しては、保護者連絡ツール「すぐーる」により配

信します。 
 
２ 学校部活動及び地域クラブ活動の在り方検討会議の概要について 
（１）概要 
  ・設 置 令和６年１月２９日 
  ・構 成 学識経験者、スポーツ団体、文化芸術団体、学校・保護者の代表者 

計 17 名で構成。 
 
３ 今後の予定 
   令和７年２月２８日から令和７年３月３１日 市民意見の募集 

令和７年５月（予定）              推進方針（案）最終報告 
 
※推進方針策定後は、同会議において、引き続き１年程度議論し、推進方針の具

体化に向けた年次計画や課題への対応の方向性等を盛り込んだ「実施計画」を策

定予定。 
 


